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【足立区地域自立支援協議会くらし部会】会議概要 

会 議 名 令和６年度 第２回  

【足立区地域自立支援協議会くらし部会】 

事 務 局 福祉部 障がい福祉センター 

開催年月日 令和６年１０月１日（火） 

開 催 時 間 午後２時００分 ～ 午後４時００分 

開 催 場 所 障がい福祉センター ５階ホール 

出 席 者 

酒井 紀幸 部会長、池田 輝子 委員、高木 光成 委員、森 哲也 委員、

渕脇 美佐子 委員、三瓶 善衛 委員、石井 純一 委員、蔵津 あけみ 委

員、佐藤 奈緒 委員、松井 雅晴 委員、武井 喜行 委員、山本 克広 委

員、立川 昇オブザーバー 

欠 席 者 杉田 直子 委員 

会 議 次 第 １ 開会 

障がい福祉センター所長挨拶 

２ 議事 

（１）介助者負担の軽減ツールの体験 

① パワースーツ（株式会社 イノフィス） 

② 床走行式リフト（障がい福祉センター） 

③ iPad活用（無料アプリ）の体操・ゲーム（障がい福祉センター） 

 

（２）事前アンケート結果の情報共有（第１回からの継続） 

① アンケート３ 障がい福祉特有のサービスの課題について 

障がい福祉の分野では様々なサービス形態があると同時に、障

がいのある方、家族の生活環境も変化してきているため、求めら

れるサービスも変化してきている。 

② アンケート４ 緊急時の対応について 

 地域生活支援拠点の運用の中での現状について 

③ アンケート５ 医療的ケアについて 

医療的ケアを必要とする方が増えてきていることに対しての

取り組みと課題について 

④ アンケート６ 障がい福祉報酬改定について 

令和６年度報酬改定による、利用者への影響、事業所運営への

影響について 

様式第１号（第３条関係） 
【公 開 用】 
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（３）第３回の協議内容の検討（アンケート結果の情報共有を通じて） 

 

（４）事務連絡 

   次回の予定 第３回 令和７年１月２８日（火）午後２時～ 

 

資 料 

次第・席次 

資料① 足立区地域自立支援協議会 くらし部会アンケート 

資料② 令和６年度福祉人材施策 障害分野  

その他 公開、傍聴人なし 
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１ 開会 

〇大森事務局員 

足立区地域自立支援協議会第２回くらし部

会を開催いたします。本日、進行を務めさせて

いただきます。障がい福祉センター職員の大

森と申します。 

はじめに、当センター山本所長よりご挨拶

申し上げます。山本所長よろしくお願いいた

します。 

〇山本委員 

日ごろから大変お世話になっております。 

当センター所長の山本でございます。第 1 回

目は猛暑の中の開催でした。最近は涼しくな

ってまいりましたが、本日もご出席、誠にあり

がとうございます。 

 前回は、高齢化、人材面などの課題について

ご検討いただきました。本日もテーマに沿っ

て議論をお願いします。 

 現在、足立区議会が開催しております。質問

が多い事項としては物価高騰に対して区がど

のように支援していくかについてです。明日

からは決算特別委員会が始まり、その中で、議

論されていきます。 

また、この場をお借りしまして A ふらんき

の出展についてお知らせをさせていただきた

いと思います。 

１０月５日に東京拘置所で矯正展が開催さ

れ、Aふらんきが出展します。矯正展では、毎

年芸能人が来ております。今年度は、俳優の緒

形直人さんに来ていただく予定です。 

１０月１２日、１３日にあだち区民まつり

（A―フェスタ）にも Aふらんきが出展します。 

よろしければご観覧いただけたらと思いま

す。 

本日も、よろしくお願いいたします。 

〇大森事務局員 

 協議に先立ちまして、配布資料の確認です。 

※資料確認 資料は上記参照 

 続きまして、出席者の確認です。 

※出席者は上記参照 

事務連絡は以上となります。 

 続いては、議事に移ります。 

 

２ 議事 

〇大森事務局員 

（１）介助者負担の軽減ツールの体験 

※実施内容は上記参照 

（２）事前アンケート結果の情報共有（第１

回からの継続） 

〇酒井部会長 

 改めて皆様、よろしくお願いいたします。ア

ンケートについて前回の続きから行います。 

アンケート３ 障がい福祉特有のサービ

スの課題についてから行います。 
アンケート３―（１）近年、利用者、利用予

定者、家族等から新たなニーズを求められる

ことはありましたか、あった場合、具体的な内

容や課題は何がありますか。ということにつ

いてです。 

〇森委員 

 現在、ニーズが出ているものとしては、ヘル

パーの時間やサービス内容について求められ

ることが多いです。ヘルパーが不足しており、

ニーズに対してお応えできていない部分があ

ると思います。 

〇酒井部会長 

 新型コロナウイルスが明けて１年が過ぎま

した。いろいろなサービスを求められること

が増えていると思います。そこに対応をして

いくにも、人材不足の課題もあり、対応できな

いこともあると思います。 

〇池田委員 

 お若い方は親御さんと一緒に土、日曜日に

過ごされることがありますが、親御さんが歳

を取ってこられると土、日曜日にお子さんを

連れて外出が難しくなります。土曜日は開所

するため、当法人に日曜日のサービス提供の

要望があります。以前はテニス教室を開催し

ていました。現在は、場所と人材確保が難しい

状況です。また、日曜日に施設に行くことにつ

いてもヘルパー確保などが難しい状況です。 

〇酒井部会長 

 障がいのある方が外出する上で送迎などに

おいて人材面の課題が出てくると思います。 

〇武井委員 

 当施設では医療的ケアの対応を行っていま

す。しかし受け入れ人数は多くない現状です。

特別支援学校との交流が再開した後、利用の

相談が増加しています。現在、在籍する利用者

について施設職員が対応する医療的ケアはあ

りませんが、今度は必要になると考えており

ます。 

 また、家族から自然災害が怖いとの意見が

あがってきています。自宅より施設にいる際

に、地震や大雨があって帰宅できない場合に

施設はどのように対応を取るのかを聞かれる

ことが増えております。また、当施設は二次避

難所の指定を受けております。二次避難所が

様式第２号（第３条関係） 
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開設となった際、区の運営と今いる職員がど

こまで関わりを持ってくれるかが課題です。

宿泊ニーズは多い中、近年はコロナにて宿泊

が行えておりません。施設内で避難所体験と

しての宿泊できないかといった声があります。

送迎については、朝早く受け入れを希望する

声や、新卒の方は放課後等デイサービスと比

べ帰りが早いといった声が増えてきています。 

〇酒井部会長 

 医療的ケア、災害、送迎等多岐にわたって課

題が出ているかと思います。柔軟に対応が必

要かと思います。 

〇渕脇委員 

 家族の高齢化に伴い、当事者が何かをやら

なければいけなくなった際、失語症、高次脳機

能障がいの影響で説明が難しいため、同行を

希望する声が増えています。一方で対応する

職員がいないため困難が生じており、申し訳

ない気持ちです。 

〇酒井部会長 

 我々は何でもやってくれるように見られが

ちですが、できること、できないことがありま

す。申し訳ない気持ちになることもあるかと

思います。 

〇石井委員 

 １８歳になると放課後等デイサービスが利

用できなくなります。通所から利用者が帰宅

する時間は１６時ごろですが、１８時頃に親

御さんが仕事から帰宅する共働き世帯が増え

てきています。通所のお迎えから親御さんが

帰宅するまで見守り、散歩等できないかとの

相談が多いです。時間が集中しやすいところ

と、長時間対応できるヘルパーがいないなど

人出が不足しています。年末から２月ごろに

かけて４月からの通所が決まった際、ご依頼

に対応したいが、手配ができない状況にあり

ます。 

〇酒井部会長 

 近年は共働き世帯が増えています。それに

伴い長時間のサービス希望も増えています。

送迎の時間については、居宅介護などの利用

時間が集中しやすい課題や人材面の課題が出

ているかと思います。 

〇山本委員 

 当センターでも時間延長のニーズが届いて

おります。送迎について、バスは巡回するため

１番長く乗車する人にはできるだけ負担をか

けないようにしていきたいです。また、バスポ

イントに少しでも長く停車していると苦情の

電話となります。上手に対応していかないと

そこのバスポイントに停車することが困難に

なります。 

また、障がい福祉センターでは、通所者の声

を騒音として、近隣住民から苦情の声をいた

だくことが課題です。 

〇酒井部会長  

 通所バスについて、今回の報酬改訂におい

ては課題が残るところです。実情を理解しな

がら進めていく必要があると思います。 

アンケート３―（２）利用者のニーズ等によっ

て新たに取り組んだものは何かありますか。 

〇三瓶委員 

 当施設は入所施設です。利用者は外出希望

買い物希望が多いです。限られた人数で利用

者を買い物等にお連れすることは難しいです。

ご自身で行って、ご自身で買いたいものを選

ぶことを支援することが一番いいですが、代

行買い物支援やネットでの買い物支援を行っ

ています。また、ICT機器を導入してサービス

の質を高めることに取り組んでいます。 

〇酒井部会長 

 利用者が買い物自分で行きたいがなかなか

行けない場合があり、支援ができると充実す

ることはお互いにメリットがあるかと思いま

す。 

〇高木委員 

 コロナ禍で中止していたイベントや余暇活

動について落ち着いてきた状況を踏まえて、

もとに戻している状況です。 

〇酒井部会長 

 コロナ禍が明けてイベント等を再開する事

業所、団体が増えているかと思います。感染に

留意したり、内容を一部変更しながら実施し

ているところが多いと聞いております。そう

した取り組みについても改めて共有できれば

と思います。 

 続いての項目に移ります 

アンケート４ 緊急時対応について 

アンケート４―（１）緊急時の対応につい

て、事業所家庭等で把握・周知していますか。

についてです。 

足立区では緊急保護事業を実施しています。

この事業を含めてどのような対応について把

握、周知しているか確認していけたらと思い

ます。 

〇三瓶委員 

 緊急保護事業の件数は年間１、２件と多く

はないです。２泊で足立区と契約しています

が、直近のケースだと１週間対応しておりま

す。２泊では次の行先に繋げることが難しい

という現状にあります。緊急保護事業は短期

入所が満床でも、施設のどこか空きスペース
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で受け入れることとなっております。そうし

た状況も踏まえて２泊としていたと思われま

す。個人的には日数の見直しを図ってもよい

と思います。 

〇酒井部会長 

 緊急保護事業については、個別の事情に合

わせた柔軟な対応が必要となります。 

〇松井委員 

 三瓶委員の事業所と同じ緊急保護事業の契

約書を交わしております。緊急保護事業につ

いてはここ半年で２名の方の受け入れを行い

ました。２名とも１週間です。区との契約です

ので、延長など話をしながら対応をしていま

す。短期入所との違いについては、受給者証の

有無があります。受け入れた場合は、同じ利用

者として対応を行います。次の行先が決まる

までのつなぎの役割を担います。短期入所で

は１ヶ月間次の行先が見つからずに、利用し

ていた方がおります。２泊では、次の行先が見

つかりにくいと思います。 

また、緊急保護事業の対象外となる方とし

て、伝染病罹患者や医師の治療が必要な方、医

療的ケアが常時必要な方、強度行動障害等で

施設利用が困難な方と明確な基準があるわけ

ではないです。触法の方を受け入れたことが

ありますが、施設で暴れて物を壊し、２、３日

予定より早く退所された方もいます。受け入

れ側として支援が難しいと感じることもあり

ます。 

〇酒井部会長 

 緊急に受け入れを行うこともあり、受け入

れ側としては大変なところもあるかと思いま

す。 

 区としては緊急保護事業についてどういっ

たところまで周知されていますでしょうか。 

〇 和田事務局員 

 緊急保護事業に関しては、利用の窓口とし

て障がい援護係になります。緊急の事案があ

れば、障がい援護係に相談いただくようお願

いします。 

〇酒井部会長 

 基本は障がい援護係の連絡ですね。 

〇和田事務局員 

 はい。受給者証があって緊急保護事業では

なく短期入所で対応することもあります。受

給者証の有無に関わらず、緊急保護事業で対

応しながら、次の事業所を探すなどを障がい

援護課全体で取り組んでおります。日中は住

所ごとの障がい援護係が窓口ですが、夜間、土

日については区役所の宿直に連絡をいただく

こともあります。宿直から障がい援護課の係

長に連絡が行き、区役所職員用のチャット等

を活用しながら情報共有し対応しております。 

〇酒井部会長 

 緊急保護事業については、障がい援護係へ

の相談を行い、対応いただくことがベストだ

と思います。緊急の際は、緊急保護事業の利用

を考えていただけたらと思います。 

〇池田委員 

 ヘルパー事業所がどれだけ緊急保護事業を

把握されているだろうかと思います。当事業

所の短期入所は１名しか受け入れができませ

んが、親御さんが入院されたので空いていた

ら入れてほしいとの連絡をいただくことがあ

ります。ヘルパー事業所からはそうした連絡

を度々いただくので、緊急保護事業の周知を

お願いしたいです。 

〇酒井部会長 

 緊急保護事業をどういった場合に利用でき

るかわからない場合もあるかと思います。 

〇佐藤委員 

 親が入院するとなった際に、子の預け先を

探してもみつからない事例をよく耳にします。

そうした場合は地域生活支援拠点の緊急保護

事業の対象ではなく、親が急に亡くなった場

合などを対象にしているかと思います。これ

から親が入院となった場合に、短期入所をた

くさん探して疲弊しているかと思います。 

〇酒井部会長 

 急病であっても、入院を断る医療機関があ

り、何時間も救急車で待つといった事例もあ

ります。我々がそうしたことへの発信をして

いき、障がいのある方を受け入れていただけ

る医療機関を増やす必要があると思います。

ここの病院は受け入れていただけたなどの情

報共有ができるとよいと思います。我々も緊

急時に利用できる医療機関がみつからないと

困りますので普段からアプローチしていける

と良いと思います。 

 続いてアンケート５医療的ケアについて、

に移らせていただきます。 

 アンケート５－（１）医療的ケアを実施して

いる事業所で、実践面での課題について何か

ありますか。 

医療的ケアを実施している事業所は限られ

てしまいますので実施しているところからお

願いしたいと思います。 

〇武井委員 

 看護師が行う医療的ケアと職員が行える３

号研修を受講しての医療的ケアをふたつの面

から対応しているところです。看護師が対応

する部分に関しても看護師の確保が難しいな
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かで継続した医療的ケアをどこまでできるの

かが大きな課題です。通所の事業所でも看護

師の配置が１名というところが多く、看護師

が休まずに勤務することはできないので看護

師が不在になった時にその利用者を休ませな

ければいけないのか、そういったところも含

めて今後検討が必要だと思っています。また、

職員が対応する３号研修についても研修受講

から実施に至るまで非常に時間がかかるとこ

ろと、実施できるようになった後も定期的に

対応を求められる部分があり導入が難しい現

状があります。今年度中に職員も対応するよ

うに今動いているところです。 

法人内で施設の異動がありますので４年を

基準で職員の異動を行っていくと３号研修で

身に着けた技術を生かせるようになったとき

に異動し、次に入って来る職員をまた育てな

ければならないという現状があります。今、法

人としては谷在家福祉園だけが実施している

ところもあって他の生活介護事業においても

どうするかということを課題として検討して

いくことになっています。 

〇酒井部会長 

看護師の採用は厳しい現状があり、医療的

ケアには看護師や主治医との連携が必要にな

ってきますので、そんな中で職員がどこまで

で行えるかが、どこの事業所でも課題になっ

ていると思います。 

〇三瓶委員 

 医療的ケアの課題を大きくとらえれば、受

け入れ施設が少ないということです。本来、重

い障がいをお持ちですと福祉を受ける必要が

あるにもかかわらず医療的ケアがあるからと

受けられるサービスが制限されてしまうとい

うことは、本当に大きな課題だと思います。 

 法人の取り組みとしては、これまで一施設

で行っている医療的ケアを法人全体で受入れ

て対応させていただくことにしていきますが

ドクターが常駐しているわけでもありません

ので限界があります。武井委員もおっしゃっ

たように医療的ケアを実施しようとすると申

請に手間がかかります。４０人弱が認定特定

行為業務従事者となっています。すべての職

員の認定証登録番号、いつ資格をとったか研

修を受けた種別、どなたがどういった行為が

出来るのか、それらすべてを把握する 

必要があります。利用者に実施行為の変更が

あれば報告してまた、実地研修を行うことに

なります。これらは、国で定めていることなの

で仕方のないことではありますが、もう少し

やりやすくならないかならないものかと思っ

ております。 

〇酒井部会長 

 利用者の相対数からいうと医療的ケアの方

は少ないと思いますが、その中でどう対応し

ていくかは職員のスキルも課題になっていく

と思います。３号研修を受講してかないと実

施ができないというところで時間を要する部

分はあると思います。 

〇蔵津委員 

 ３号研修と話の中に出てきますが、３号研

修とは何でしょうか。 

〇上野事務局員 

 ３号研修とは、介護者や支援者が喀痰吸引

等の医療的ケアを行えるようになるための研

修です。１号、２号研修は不特定の方、３号は

特定の方が対象となっており研修時間も 1、２

号は５０時間程度、３号は８時間となってい

ます。３号研修受講者の基準は、対象の方の普

段の様子を把握しており、変化等に気付ける

支援者や介護者となっています。 

〇酒井部会長 

 職員が異動してしまうとまた、新たに受講

してもらう必要があるという課題が出てくる

ので異動がある施設は苦慮されていると思い

ます。 

 アンケート５－（２）医療的ケアにおいて、

サービスを利用する上での課題等には何があ

りますか。 

医療的ケアは内容の実施方法は、決まって

います。私の施設の事例ですが、医療的ケアの

内容に変更が生じた時は新たに指示書をいた

だかないと実施できないと説明し、お願いし

てもご家族にご理解いただけないケースがあ

りました。親御さんや家族にとっては、同じよ

うな内容で行っているのだから何度も指示書

を提出しなくても良いだろうという感覚でい

らっしゃいます。施設側としては、指示書に従

って実施しますので例えば、服薬量や種類の

変更等にもすべてに指示をいただくようにお

願いします。なかなかご理解いただけない方

には、何度も説明をさせていただいています。 

 続きまして、アンケート６報酬改定につい

てです。令和６年度の支援から障がい福祉サ

ービスの報酬改定がありました。大きく内容

が変更されたところや細かいところで変更と

なった事業形態等、多岐にわたっていると思

います。 

アンケート６－（１）報酬改定によって、サ

ービス内容・活動等を変更した内容はなにが

ありますか。生活介護事業所にかかわること

が増えていると思います。ご存じない方も含
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めサービス提供時間ごとに報酬が変わるよう

な内容になっております。また、各事業でサー

ビス提供記録や必要な書類の項目が増えてい

ると思います。生活介護や就労系で給食を提

供しているところでは、食事の摂取量の把握

が必要になっています。 

（２）報酬改定によって、利用者の方に影響

が出ているものはありますか。入所施設にお

いては、地域移行支援が努力義務化されてい

ます。今回、入所人数が何パーセントなのかで

決められていますので全て合わせていくのは

難しいと思います。 

 強度行動障害の研修を受けて報酬が加算に

なるという部分もありますし、行動関連項目

の点数によってどういう対応をするかという

ところが出てきます。 

（３）報酬改定によって、事業運営に影響が

出ているものは何がありますか。特に生活介

護事業については、受入れ時間で報酬が変わ

ることで減収になるところが大きいと聞いて

います。サービス提供時間によって単価が設

定されたことで活動の制限が出てくる部分が

あるとも聞いております。これらの３つにつ

いて質問させていただいております。 

〇池田委員 

 生活介護に関していうと請求単位が時間帯

なので正直言うと請求自体が面倒です。 

去年から説明を聞いてはいましたが、この

内容にある行動関連項目の点数を区の方から

頂いていなかったので、もっと早くしていた

だきたいというのはあります。改定の全容が

出てきたのが、毎年のことですが年度末の最

後の最後で、仕方ないのですがもう少し前に

出ると考えやすいと思います。生活介護に関

していうと時間帯なので正直言うと請求自体

が面倒です。 

〇酒井部会長 

 本当に年度末ギリギリであれだけの変更内

容を出されても対応が難しかったと思います。

今でも引き続き対応していかなければならな

い部分もあると思います。 

〇松井委員 

 入所施設ですがうちの活動の中での生活介

護事業があります。年度末近くだったので、事

前に立てていた予算が大きく変わり補正とい

う形でやっているのは大変でした。当初の文

書を読み込んだ時に入所施設の生活介護は大

丈夫そうかなと判断をして区と確認をとって

いたのですが、入所は多くとれるということ

で予算を組んでいたら、通所施設と一緒でう

ちの施設でいうと６００万円位です。その中

で外部のヘルパーを使って生活介護時間の日

中の時間帯で外出をする利用者が出てきまし

た。週に１回外出で利用した時の国保連書類

の申請がすごく難しく、中抜けの時間で区に

確認し取り扱いを教えていただいて申請して

います。中抜けした場合の対応が複雑化して

おり、わかりづらい部分が出てきた現状があ

ります。 

〇酒井部会長 

 入所施設の内訳として入所されている方の

日中は、生活介護を利用される制度になって

います。入所施設でひとくくりに見えますが

内容はふたつに分かれる報酬形態になってい

ます。その辺りにも影響が出ていると思いま

す。 

〇高木委員 

 報酬改定にあたってサービス内容や事業運

営には、大きな影響は出ていないと思います。

減算にはならないように整えるべきところは

整えているところです。 

〇酒井部会長 

 グループホーム関係では、大きく影響はな

かったと思いますが、単価が低い部分もあり

グループホームでは、まだまだ検討していか

ないといけない部分かと思います。 

〇三瓶委員 

 入所施設というところでは基本的には介護

報酬自体は微増しています。それは、入所でと

れる努力加算です。そういったものを独自に

取っているところもあります。今回の報酬改

定で比較的大きな影響が出ているところもあ

ります。一方で入所施設の日中支援の生活介

護に対しては、最も大きな改正が断行された

という印象があります。サービス提供時間に

ついては、すぐにも取り組まなければならな

い課題でしたが、その他に令和７年度、８年度

で要件を整備しないといけないと言われてい

るものがいくつかあります。まだ整備が進ん

でいない、これから何とかしていかなければ

ならないのは、例えばグループホームでは地

域連携推進会議や入所支援では地域生活の強

化、地域生活移行にかかわる責任者の設定や

マニュアル作成等です。これらは、国から今年

度末に方向性が示されるということですので

令和８年に向けてやっていかなければなりま

せん。これからやらなければならない、いくつ

かのことが大きな影響だと思っています。 

〇酒井部会長 

 報酬の部分だけではなく担当者を設けなさ

い、こういう会議を開きなさい、こういう方針

を立てなさいだとか、今回の追加で細かいも
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のもあると思います。年間の機会で共有でき

れば良いと思います。 

〇石井委員 

 報酬改定では、それほど影響は無かったと

思います。処遇改善加算は、いままで複雑であ

ったのが変わった点と BCP 作成や虐待防止研

修の責任者を設けよとか研修を行うこと等が

増えました。毎年、それらを更新しなければ 

なりません。 

〇酒井部会長 

 やらなければならないことが毎年増えてい

きます。必須研修だけでも３つか４つあると

思います。 

〇森委員 

 今、グループホームで話しているのは地域

連携推進会議の主催をどうしようかと話して

います。年１回、見学と施設公開をおこなうこ

とになると、数の多いグループホームになる

と１年で何か所も行わなければならず区に協

力していただく必要もあるので早めに準備を

しています。 

〇酒井部会長 

 グループホームは、人員が少ない中で会議

を追加され、実績の課題を話していると思い

ます。そういう部分では、精査していかなけれ

ばならない内容かなと思います。 

〇武井委員 

 通所では、昼ご飯について家族の承諾がな

かなか得られず、こちらが想定していたより

も加算が取れないところもあります。栄養士

の配置も管理栄養士でなければならず通所施

設ではなかなか大変です。今は、管理栄養士が

在籍しているので加算が取れていますが、こ

れを継続することは難しいと思います。 

〇酒井部会長 

 生活介護や就労系にかかわらず、食事提供 

をしていると食事量の把握が必須となってき

ます。細かくて大変な作業になってきていま

す。今までは食事量までは気にしていない事

業所が多かったと思いますが、気にするよう

になりました。 

 親御さんの立場から変わったことや不便に

なったこと等ありましたらお願いいたします。 

〇佐藤委員 

 利用者の親としては、報酬改定によって生

活介護の利用時間が長くなるとちょっと期待

していました。通所バスの運転手の働く時間

を今以上に長くできずに現状維持でした。強

度行動障害の場合も１８点以上で加算金がつ

いたのですが結局意味がありません。ショー

トステイやグループホームに関しては東京都

から聞いたところでは、１８点以上の加算を

とるための研修を国立のぞみの園でしか受け

られず人材が不足している現状があるという

ことです。強度行動障害があっても収入が増

えるのであれば、受け入れ先が増えるという

制度なのだと思います。ショートステイ等も

強度行動障害がある人が利用するなら賃金を

１人分増やしても良いということになって受

け入れてくれる場所が増えることにつながる

と良いと思います。 

〇酒井部会長 

 生活介護で通所バスを利用されている施設

が、減収になっていると聞いています。朝の時

間が確保されても設定時間が低いので事業所

の運営に影響が出てきていると思います。 

 強度行動障害の研修は、申し込んでも受け

られない現状があります。研修を受講しない

と加算が取れない制度の仕組みもあり厳しい

と思います。研修を修了してからやっと加算

がされることになっています。人員を配置す

れば解決することでもないことを含めて内容

を吟味していかなければならないと思ってい

ます。 

〇蔵津委員 

 先ほど佐藤委員が通所バスの時間が早くな

らないとお話しされていましたが、うちの子

が通っている施設は朝１５分早くなり、帰り

が１５分遅くなりました。親としては、ありが

たいと思っております。 

 食事の件では、職員の方が連絡帳に食事の

量を記入してくれます。親の私よりすごく一

生懸命やってくださってありがたいと思いま

す。 

 強度行動障害の研修は、知的障がい者の施

設で何人ぐらい受けているのでしょうか。初

めて聞いたので教えていただけたらと思いま

す。 

〇武井委員 

 加算をとる最低ラインというのはあります。

それ以上に加算をとるために研修を受けさせ

るかということは事業者それぞれです。強度

行動障害の研修は受けやすくなってきていま

す。私のところに関しては、２年目の職員から

全員、基礎研修をとらせるようにしています。

基礎研修と実践研修がありまして、簡単に言

うと実践研修を修了している職員が強度行動

障害のご利用者に対しての計画を立て、計画

に沿って専門的な支援を行い、基礎研修が終

了していないとできないという研修になって

います。私のところは、知的の重度の方が多い

ので基本的には職員全員でとって支援を充実
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させています。当初は、研修自体が申し込んで

も受けられないことが多かったのですが、最

近は受けられることが増えています。 

〇蔵津委員 

 こういうことがあって職員方は、本当に忙

しくなっている中、親が職員の方に多くの要

望をするのは酷だと思っています。ありがた

いです。ありがとうございました。  

〇酒井部会長 

 あいのわ福祉会の各施設では３人は、受講

しています。利用者の何名に対して何人以上

かというところが基準になってきます。そこ

で職員の異動が発生すると研修修了者が足り

なくなる課題があります。そういったことは

準備をしなければならない部分だと思います。 

 忙しさは増えていますが、気持ちは萎えて

いません。各事業所の職員に会った時に見て

ください。 

〇茂木事務局員 

 社会リハビリテーション室は自立訓練事業

所になります。基本報酬の部分では、さほど大

きな変化はありません。リハビリテーション

加算では SIM という評価項目を用いて評価し

なければならないことやプログラムの内容を

公表しなければならないという動きがあり検

討が必要になっています。また、高次脳機能障

害のある方の支援の充実が求められています。

加算の取得に必要な研修は国立リハビリテー

ションセンターの一か所のみで行っています。

枠も少ないので受けることも大変です。研修

受講後、高次脳機能障がいを有する方が全体

の３０％の場合に加算が取得できるので今後、

検討が必要だと思っています。 

〇酒井部会長 

 あしすとは区内で唯一の事業を運営してい

る事業もありますので影響が出ていると思い

ました。 

 本日は、長時間協議いただきました。以上の

内容で終了させていただきます。 

（３）第３回協議内容の検討(アンケート結果

の情報共有を通じて) 

本年度、くらし部会が後１回ございます。ア

ンケートの内容は、前回と今回で確認が終わ

りました。３回目に向けて協議内容は、皆様と

検討させていただきます。事前に事務局から

協議内容をご案内させていただきますのでよ

ろしくお願いいたします。 

（４）その他連絡事項 

〇大森事務局員 

事務連絡いたします。本日の議事録ですが

作成して委員の皆様に送らせていただきます。

ご確認頂きまして、ご意見等いただければと

思います。酒井部会長に最終確認して頂きホ

ームページに掲載する予定です。 

次回のくらし部会は、令和７年１月２８日

（火）に第３回開催予定となっております。こ

れを持ちまして足立区地域自立支援協議会第

２回くらし部会を終了致します。 

以上 

 


